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３文科初第６０８号  

令和３年６月３０日  

 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長  

各都道府県知事  

附属学校を置く各国立大学法人学長 

 殿 構造改革特別区域法第１２条第 1 項の認定を受けた 

各地方公共団体の学校設置会社担当部課長 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長  

 

 

文部科学省初等中等教育局長     

瀧 本 寛 

（公印省略） 

       

「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを 

踏まえた学びの充実に向けて～」について（通知） 

 

今般、新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告（令和３年１月）

及び中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供た

ちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（令和３年１月）」

が取りまとめられ、障害のある子供の就学相談や学びの場の検討等の充実に資するよ

う、「教育支援資料～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～

（平成 25年 10年）」の内容を充実すべきとの提言がなされました。 

これを受け、文部科学省では、障害のある子供一人一人の教育的ニーズを踏まえた適

切な教育の提供や、就学後を含む一貫した教育支援の充実が図られるよう、また、障害

のある子供の教育支援に携わる全ての関係者の指針となるよう、同資料の名称を「障害

のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充

実に向けて～」に変更するとともに、内容の改訂を行いました。その改訂の内容等は下

記のとおりですので、十分に御了知の上、本手引の活用により、子供たち一人一人の教

育的ニーズを踏まえた学びの充実を図っていただくようお願いします。 

 

また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員

会に対し、域内の各市区町村教育委員会におかれては所管の学校に対し、各指定都市教

育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県の知事及び構造改革特別区域法

第 12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法

人等に対し、各国公立大学法人学長におかれては設置する附属学校に対し、本通知の趣

旨について周知を図るとともに、必要な指導、助言又は援助をお願いします。 
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記 

 

第１ 改訂の基本方針 

１ 一貫した教育支援の充実 

障害のある子供一人一人の教育的ニーズを把握し、それに応じた適切な教育及び必

要な支援を行う特別支援教育の理念を実現していくため、早期からの教育相談・支援

や、就学後の継続的な教育相談・支援を含めた全体を「一貫した教育支援」とするこ

れまでの基本的な考え方は継続して重視したこと。 

その上で、今回の改訂では、特に、教育的ニーズの変化に応じ、学びの場を柔軟に

見直すことについて改めて理解を深め、一貫した教育支援の中で、就学先となる学校

や学びの場における学びの連続性の実現を一層推進していくこととしたこと。 

 

２ 教育的ニーズの重視 

今回の改訂では、特に、小学校等における通常の学級、通級による指導、特別支援

学級といった学びの場の判断について、教育支援委員会等を起点に様々な関係者が多

角的、客観的に検討できるようにするため、「教育的ニーズ」に関する内容やその取扱

いについての充実を図ったこと。 

 

３ 就学先決定等のプロセスに基づく教育支援の質の向上 

本人及び保護者、教育委員会及び学校等の共通理解の下、教育支援に関する情報の

共有や整理・検討が行われ、市区町村教育委員会による就学先となる学校や学びの場

の総合的な判断や決定が行われるよう、就学先決定等のモデルプロセスを再構成する

とともに、各プロセスにおける基本的な考え方を明確にしたこと。 

 

４ 就学先となる学校や学びの場における教育機能等の具体化 

障害種毎に、教育的ニーズを整理する際の視点を具体化するとともに、就学先とな

る学校や学びの場、障害の状態等を踏まえた教育の内容やその取扱い等の検討に資す

る記載を充実したこと。 

 

５ 情報の引継ぎ等を重視した対応 

就労や進学等の教育支援の主体が替わる際、個別の教育支援計画の作成・活用によ

り、情報の共有や引継ぎに取り組むことがより強く求められていることから、引き継

がれるべき事項やその取扱いに関する記載を充実したこと。 

 

第２ 改訂の要点 

１ 「教育的ニーズ」に係る基本的な考え方の整理（第１編関係） 

障害のある子供の就学に係る基本的な考え方を示し、「教育的ニーズ」について、①

障害の状態等、②特別な指導内容、③教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容、
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の三つの観点に基づき整理することを示したこと。 

 

２ 就学先決定等のモデルプロセスの再構成（第２編関係） 

従前からの教育相談・就学先決定のモデルプロセスを、実際の就学に係る一連のプ

ロセスに沿って、次の（１）～（３）に再整理し、それぞれ取組の基本的な考え方や

留意点等を整理して示したこと。 

（１）就学に関する事前の相談支援（第２章関係） 

法令に基づく就学手続が開始される前の時期に、本人及び保護者を対象とした

就学に向けた準備を支援する活動について、留意事項を充実して示したこと。 

 

（２）就学先の具体的な検討と決定プロセス（第３章関係） 

法令に具体的に定められている学齢簿作成以降のプロセスについて順を追って

示すとともに、次のことについて充実して示したこと。 

① 市区町村教育委員会による教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討 

市区町村教育委員会による障害のある子供の教育的ニーズの整理と必要な教育

支援の内容の検討を一層充実するため、以下の項目を新たに示し、それぞれについ

て基本的な考え方を整理したこと。 

・重複障害のある子供について 

・特別支援学級と通級による指導等との関係について 

・特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習について 

・医療的ケアの必要な子供について 

・障害のある外国人の子供について 

② 教育支援委員会等による専門家からの意見聴取 

小中学校に就学する場合において、どの学びの場（通常の学級、通級による指導、

特別支援学級）がふさわしいかについても、教育支援委員会等を起点に、様々な関

係者が多角的、客観的に検討していくことを示したこと。 

更に、就学先の学校や学びの場の判断について、必要に応じて、都道府県教育委

員会や特別支援学校は、市区町村教育委員会や小学校等に対する指導・助言を行う

ことを示したこと。 

 

（３）就学後の学びの場の柔軟な見直し（第４章関係） 

子供の教育的ニーズの変化に応じた、就学後の学びの場の柔軟な見直しが、更に

推進されるよう、内容の充実を図ったこと。 

具体的には、子供の教育的ニーズの変化の的確な把握や、その変化に継続的かつ

適切に対応するため、在籍校と教育委員会が連携した学びの場の変更など、学びの

場の柔軟な見直しに当たってのプロセスを充実して再整理したこと。 

また、全ての関係者が学びの場の変更に関する理解が進むよう、学びの場の変更

に関する事例（６事例）を新たに示したこと。 
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（４）情報の引継ぎ（第３章の 11関係） 

  就学や進学等の際における情報の引継ぎの重要性や、教育のデジタル化を踏まえ

た環境整備が必要であることを踏まえ、個別の教育支援計画の作成・活用に関する

記述を充実したこと。特に、別途、文部科学省から発出した「個別の教育支援計画

の参考様式について（事務連絡）」なども活用しつつ、支援の内容等に関する情報を

切れ目なく確実に引き継ぐことが重要であることを示したこと。 

 

３ 障害種毎に教育的対応の充実に資するような解説の充実（第３編関係） 

教育的ニーズを整理する際に、障害種（※）毎に具体的に把握すべき内容の改善及

び充実を図ったこと。 

また、障害種毎に、それぞれの学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援

学級、特別支援学校）の対象となる子供の障害の状態等についての解説を充実すると

ともに、教育課程の編成等について検討を行う際に理解しておかなければならない学

習指導要領に関連した基本的な内容を充実して示したこと。 

（※）Ⅰ. 視覚障害、Ⅱ. 聴覚障害、Ⅲ. 知的障害、Ⅳ. 肢体不自由、Ⅴ. 病弱・身体虚弱、 

Ⅵ. 言語障害、Ⅶ. 自閉症、Ⅷ. 情緒障害、Ⅸ. 学習障害、Ⅹ．注意欠陥多動性障害 

 

第３ 別冊「小学校等における医療的ケア実施支援資料」 

近年、小学校等に在籍する喀痰吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な

子供（以下「医療的ケア児」という。）が増加傾向にあることを踏まえ、小学校等や教

育委員会等における医療的ケアに関する体制の整備等の参考となるよう、手引の「別

冊」として「小学校等における医療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全

に受け入れるために～」を新たに作成したこと。その内容は以下のとおりであること。 

１ 医療的ケアの概要等と小学校等における受け入れ体制の構築（第１編及び第２編関 

係） 

医療的ケアを実施するための学校の実施体制の整備や市区町村教育委員会等によ

る総括的な管理体制の構築等について示したこと。 

 

２ 医療的ケア児の状態等に応じた対応（第３編関係） 

 医療的ケアの種類毎に具体的な内容を示すとともに、教職員が教育活動を行うに当

たって留意することを示したこと。 

 

 

本手引や関係資料については、以下のＵＲＬに掲載されております。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm 

 

【本件連絡先】 

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 企画調査係 

TEL:03-5253-4111（内線3195） E-mail: tokubetu@mext.go.jp 


